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新潟県総合計画における「脱炭素化社会への転換」の位置づけ
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※港湾関連部門

➣ 計画基本理念である「住んでよし、訪れてよしの新潟県」実現に向けた重要課題として「脱炭素化社会への転換」を位置付け

➣ エネルギー供給・産業・運輸といった港湾と密接に関連した部門において政策を展開するとともに、CNPの形成推進についても明記



「新潟県脱炭素社会の実現に関する条例」の制定
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○気温の上昇や豪雨など、地球温暖化を原因の一つとする気候変動の影響はますます顕在化し、非常事態と言える状況
○県内の温室効果ガス排出量は減少傾向にあるものの、目標の達成に向けては、あらゆる主体が自らの責任と役割を認識し、
脱炭素化に向けた行動を実践することが重要

オール新潟で脱炭素社会の実現に向けた取組を加速化

基本理念、県・県民・事業者の責務、県による推進計画の策定等について規定するほか、県民・事業者の具体的な取組を
掲げています。

●目的
地域の脱炭素化及び経済の活性化を図り、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。

● 基本理念
環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、2050年までに脱炭素社会を実現するため、県、県民、事業者、

市町村等の連携の下で取組を行う。

●県民及び事業者の責務
日常生活や事業活動において、温室効果ガス排出量削減等のための措置を積極的に講ずるよう努めるとともに、県及び

市町村の施策に協力する。

●県民・事業者の具体的な取組

・地域の自然的社会的条件に適した再生可能エネルギーの利用等 ・温室効果ガス排出量（エネルギー使用量）の把握、削減
・エネルギー消費性能等が優れている機器等の選択 ・廃プラスチック類その他の廃棄物の発生抑制等
・次世代自動車（EV、PHV、FCV等）の選択 ・温室効果ガス排出量が少ない物品・役務の選択
・住宅のエネルギー消費性能の一層の向上 ・森林の所有者等が行う森林の整備及び保全等への協力 など

背景

条例の概要

公布
１施行



直江津港港湾脱炭素化推進計画の策定・公表について
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● 令和６年１月、港湾関係者による
「直江津港港湾脱炭素化推進協議会」
を設置。
→ＣＮＰ形成に向けた方向性や目標、

具体的な取組等について検討。

● 令和６年12月に開催した第４回協
議会において、

「直江津港港湾脱炭素化推進計画」
を策定し公表。

今後の取組の方向性

協議会委員間等における連携
☞ 協議会委員事業者と事務局（県）との間の意見交換や協議会内外の事業者とのビジネスマッチングの取

組を通じ、脱炭素化に向けた取組を展開。
☞ 協議会での先行事例の視察や、構成員間での情報共有を実施。

新潟港港湾脱炭素化推進協議会との連携
☞ 新潟港港湾脱炭素化推進協議会との間で、先行的な取組の情報共有や、企業間連携を図るなどの取組により両
地域の脱炭素化に向けた取組を推進。

第4回直江津港港湾脱炭素化推進協議会の様子



カーボンニュートラルポート形成に向けた新潟県の支援

令和６年度から新潟港
港湾脱炭素化推進協議会
委員（港湾関係事業者や、
周辺地域立地企業等）に
よる脱炭素化に向けた取組
を支援を開始
（県内港カーボンニュートラ
ルポート形成推進補助
金）

脱炭素化に向けた検
討を進める事業者への
訪問相談活動を進め、
県産業労働部などの庁
内関係部局とも協働し
ビジネスマッチングを展開
(R6年度訪問等件数：
延べ70件)

新潟県の支援の取組

令和6年度以降、港湾脱炭素化推進協議会委員となっ
ている民間事業者において、脱炭素に向けた実証の取組
が展開されている

〇 取組事例
・ 港湾荷役機械の太陽光発電を活用したグリーンエネル
ギー化の実証導入
・ バイオディーゼル導入に向けた実証機の導入及び輸送に
かかるモーダルシフト実証試験
・ 洋上風力発電事業と連携した運用サプライチェーンの構
築検討
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